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住民のみなさまへ

市では、雪が降っても安全に道路を利用できるよう、万全の態勢で道路交通確保に努めます。
スムーズに除雪作業が行えるようにするため、以下の点にご協力ください。

スムーズに除雪作業ができるようご協力をお願いいたします

除雪の手直しは各家庭で

市道の除雪は「押しのけ除雪」
を基本としているため、各戸の
出入り口を除雪するのは
困難です。
玄関先については
各戸で手直しを
お願いします。

道路や側溝への雪出しはやめ
ましょう
道路への雪出しは事故のもととなり
大変危険です。雪下ろし等で一時的
に雪を出す場合も、速やかに個人で
片づけるようにしましょう。
また、側溝へ雪を出すと、詰まって
水が流れなくなり、冠水の原因にな
りますのでやめましょう。

除雪の妨げとなる路上駐車
はやめましょう
除雪路線で路上駐車をしていると、
除雪車が入れず除雪作業が
できない場合があり
ますので、道路に
駐車しないよう
お願いします。

障害物は撤去してください

車庫の乗入れ鉄板や消雪用サ
ニーホース等を設置したままにし
ていると、作業中の事故の原因
となります。除雪作業前に撤去
してください。
※無断で設置している場合、や
むを得ず作業で破損しても補償
できません。

除雪車に近づかないで下さい

除雪車の周囲は死角が多く危険です。
特に住宅地では
バックを繰り
返して作業を
行いますので、
除雪車には近
づかないよう
お願いします。

樹木の管理をお願いします

私有地から樹木の枝等が道路に出
ていると、除雪車が入れず除雪作
業ができない場合があります。
道路沿いの樹木等は、せん定を実
施するなどして、適切に管理をし
ていただくようお願いします。
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